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（次ページ参照）

※多くの方に歯科健診をご利用いただくために、初めてご利用の方に限らせていただきます。

（次ページ参照）

69 70



（次ページ参照）

※多くの方に歯科健診をご利用いただくために、初めてご利用の方に限らせていただきます。

（次ページ参照）

69 70



全国健康保険協会 山口支部

〒754-8522 山口市小郡柳井田 1-1-57　山本ビル第３
　　　　　　 ☎083-974-0530（代表）

令和8年4月版


